
広報　ひがしちちぶ １０

令和８年度令和８年度

会計年度任用職員募集会計年度任用職員募集

採用予定日採用予定日

  令和令和８８年年

４４月月１１日日

⃝応募資格　次のいずれにも該当しない人

・禁固刑以上の刑に処され、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるま

での人

・当該地方公共団体から、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

・人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第５章に規定する罪を犯し

刑に処せられた人

・日本国憲法施行の日以後に、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人

※その他、職種によっては、必要な免許・資格などの条件があります。

⃝募集職種　次のページ募集職種のとおり

⃝時給・各種手当　１１ページの時給は本村条例および規則に基づき、任用初年度の報酬額を

　　　　　　　　　時給換算したものです。報酬のほかに、条例および規則に基づき通勤手当、

　　　　　　　　　期末手当、勤勉手当が支給されます。

⃝募集期間　２月２日（月）～２月１６日（月）午前８時３０分～午後５時１５分

　　　　　　（土日祝日は除く）

⃝申込方法　総務課内備え付け、または村ホームページに掲載の申込書に必要事項を記入の上、

　　　　　　総務課人事担当へ提出してください。

⃝試験方法　書類選考または面接試験

※面接試験を行う場合は２月１８日（水）～３月２日（月）の間で決定次第ご連絡します。

⃝そ の 他　共済組合法、厚生年金保険法・雇用保険法の定めるところにより、それぞれ加入

　　　　　　します。

≪共済組合短期組合員≫

①２９時間を超えて勤務する者または②任期２か月以上、週２０時間以上、月額８８，０００円

以上勤務し、かつ、学生でない者

≪厚生年金保険≫

任期２か月以上、週２０時間以上、月額８８，０００円以上勤務し、かつ、学生でない者

≪雇用保険≫

任期３１日間以上、週２０時間以上勤務し、かつ、学生でない者

※共済組合に加入した場合、任用申込者が社会保険上の被扶養者の場合は、

任用日時点で社会保険上の扶養から外れますのでご了承ください。

⃝問 合 せ　総務課　☎８２－１２２１


